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は
じ
め
に

領
事
裁
判
と
は
、
領
事
が
接
受
国
に
お
い
て
自
国
民
を
そ
の
本
国
法
に
基
づ
い

て
裁
判
す
る
制
度
で
あ
る
。
日
本
は
、
一
八
五
八
﹇
安
政
五
﹈
年
か
ら
一
八
七
三

﹇
明
治
六
﹈
年
に
か
け
て
締
結
し
た
通
商
条
約
に
よ
っ
て
、
各
国
に
領
事
裁
判
権

を
認
め
て
い
た
。
日
本
に
お
い
て
領
事
裁
判
権
を
有
し
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
・
オ

ラ
ン
ダ
・
ロ
シ
ア
・
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
ス
イ
ス
・
ベ
ル
ギ
ー
・

イ
タ
リ
ア
・
デ
ン
マ
ー
ク
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
＝
ノ
ル
ウ
ェ
ー
・
ス
ペ
イ
ン
・
ド
イ

ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
・
ハ
ワ
イ
・
清
国
・
ペ
ル
ー
の
一
七
ヶ
国
に

上
っ
た
。
こ
れ
ら
の
国
々
は
一
部
の
例
外
を
除
き
、
新
通
商
条
約
が
施
行
さ
れ
る

一
八
九
九
年
ま
で
領
事
裁
判
権
を
行
使
し
続
け
た
。

し
か
し
、
右
の
国
々
と
の
通
商
条
約
に
は
、
原
則
と
し
て
裁
判
権
を
行
使
す
る

領
事
の
種
類
に
つ
い
て
何
ら
規
定
が
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
条
約
国
は
必
ず
し

も
本
務
領
事
（
領
事
任
務
の
遂
行
を
本
務
と
し
、本
国
か
ら
俸
給
を
受
け
る
領
事
）

を
日
本
に
派
遣
す
る
義
務
は
な
く
、
財
政
的
事
情
な
ど
か
ら
特
に
小
国
は
在
日
商

人
に
無
給
で
領
事
任
務
を
委
託
し
た
。

こ
れ
ら
い
わ
ゆ
る
商
人
領
事
）
1
（

に
は
、
裁
判
を
行
う
に
足
る
法
律
知
識
が
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
原
告
・
被
告
と
な
る
日
本
人
・
外
国
人
と
利
害
関
係
を

有
す
る
場
合
や
、商
人
領
事
自
身
が
訴
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
、
様
々
な
弊
害
が
想
定
さ
れ
る
商
人
領
事
の
存
在
は
、
当
該
期
日
本

に
お
け
る
領
事
裁
判
制
度
の
性
格
・
特
徴
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
意
義
を
持
つ

と
考
え
ら
れ
る
。

従
来
、
領
事
裁
判
は
外
国
人
を
日
本
法
権
の
埒
外
に
置
き
、
日
本
に
と
っ
て
不

公
平
な
判
決
を
下
す
も
の
と
評
価
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
Ｒ
・
Ｔ
・
チ
ャ
ン
氏

は
、
従
来
の
評
価
は
領
事
裁
判
の
存
在
を
国
家
主
権
の
侵
害
と
す
る
当
該
期
日
本

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
強
く
影
響
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
場
合
裁
判
は
公
平

に
処
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た）

2
（

。
ま
た
、
森
田
朋
子
氏
は
、
裁
判
で

は
必
ず
し
も
外
国
法
の
み
が
適
用
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
相
互
尊
重
の
観
点
か

ら
、
日
本
法
や
当
事
者
間
の
合
意
も
反
映
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

3
（

。

こ
の
よ
う
に
、
近
年
で
は
領
事
裁
判
の
再
評
価
が
進
ん
で
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

先
行
研
究
の
関
心
は
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
事
例
に
集
中
し
、
商
人
領
事
の
問

題
は
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
わ
ず
か
に
加
藤
英
明
氏
が
、
前
述
し
た
よ
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う
な
商
人
領
事
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
実
証
的
検
討
は
必
ず
し
も

十
分
と
は
い
え
な
い）

4
（

。
Ｒ
・
Ｔ
・
チ
ャ
ン
氏
に
よ
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ

を
除
く
各
国
の
領
事
裁
判
記
録
は
、
裁
判
件
数
の
僅
少
さ
、
戦
災
・
天
災
に
よ
る

史
料
の
喪
失
な
ど
に
よ
り
必
ず
し
も
十
分
に
残
さ
れ
て
い
な
い）

5
（

。
こ
う
し
た
史
料

的
制
約
が
商
人
領
事
の
研
究
を
妨
げ
て
い
る
要
因
で
あ
ろ
う）

6
（

。

し
か
し
、
商
人
領
事
は
条
約
改
正
問
題
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
し
ば
し
ば
言

及
さ
れ
る
。
明
治
初
年
の
新
規
通
商
条
約
交
渉
に
つ
い
て
検
討
し
た
拙
稿
で
は
、

日
本
が
明
治
政
府
成
立
直
後
よ
り
商
人
領
事
の
禁
止
を
試
み
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た）

7
（

。
ま
た
、
領
事
裁
判
権
撤
廃
（
法
権
回
復
）
を
め
ぐ
る
日
本
と
西
洋
諸
国
と

の
外
交
交
渉
を
追
究
し
た
藤
原
明
久
氏
・
五
百
旗
頭
薫
氏
は
、
一
八
八
二
年
の
条

約
改
正
予
備
会
議
に
お
い
て
、
日
本
が
商
人
領
事
に
よ
る
裁
判
の
禁
止
を
各
国
に

訴
え
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

8
（

。
さ
ら
に
、
中
網
栄
美
子
氏
・
山
下
大
輔
氏
・

大
石
一
男
氏
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
日
本
は
一
八
九
二
年
、
本
務
領
事
の
不

在
お
よ
び
商
人
領
事
の
任
用
を
理
由
に
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
領
事
裁
判
権
を
廃
棄
し

た
）
9
（

。も
ち
ろ
ん
、こ
れ
ら
の
研
究
は
条
約
改
正
問
題
に
主
眼
を
置
い
た
も
の
で
あ
り
、

右
の
諸
事
実
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
実
証
的
検
討
を
要
す
る
。
し
か
し
、
断
片
的

に
提
示
さ
れ
た
事
実
を
継
時
的
に
追
究
す
る
こ
と
に
よ
り
、
条
約
改
正
問
題
に
お

け
る
商
人
領
事
の
意
義
、お
よ
び
当
該
期
日
本
に
お
け
る
領
事
裁
判
制
度
の
性
格
・

特
徴
を
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
明
治
初
年
の
新
規
通
商
条
約
交
渉
か
ら
ポ
ル
ト
ガ
ル
領
事

裁
判
権
撤
廃
事
件
に
か
け
て
、
日
本
が
い
か
に
商
人
領
事
問
題
に
対
応
し
た
か
を

明
ら
か
に
す
る
。

一　

新
規
通
商
条
約
交
渉
と
商
人
領
事
禁
止
の
試
み

明
治
政
府
成
立
後
、
商
人
領
事
が
初
め
て
外
交
問
題
と
な
っ
た
の
は
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
＝
ノ
ル
ウ
ェ
ー
と
の
通
商
条
約
締
結
交
渉
で
あ
っ
た
。
一
八
六
八
年
八
月
二

〇
日
﹇
慶
応
四
年
七
月
三
日
﹈、
日
本
側
全
権
の
外
国
官
副
知
事
東
久
世
通
禧
は
、

横
浜
に
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
＝
ノ
ル
ウ
ェ
ー
側
全
権
で
あ
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
外
交
事
務

官
ポ
ル
ス
ブ
ル
ッ
ク
（D

irk de Graeff  van Polsbroek

）
と
会
談
し
た
。
そ

し
て
、
条
約
に
は
商
人
領
事
を
禁
止
し
て
本
務
領
事
の
み
を
任
用
す
る
旨
を
明
記

し
た
い
と
要
求
し
た
の
で
あ
る）
10
（

。

右
の
会
談
と
同
日
付
で
イ
ギ
リ
ス
公
使
パ
ー
ク
ス
（H

arry S. Parkes

）
が
本

国
に
送
付
し
た
報
告
書
に
は
、
熟
考
と
経
験
に
よ
り
明
治
政
府
は
、
商
人
領
事
が

他
の
商
人
に
対
し
裁
判
権
を
行
使
す
る
こ
と
の
難
し
さ
、
お
よ
び
商
人
領
事
自
身

が
罪
を
犯
し
た
際
の
不
合
理
を
知
る
は
ず
で
あ
る
、と
記
さ
れ
て
い
る）
11
（

。
さ
ら
に
、

同
日
付
の
本
国
宛
別
号
報
告
書
に
よ
る
と
、
パ
ー
ク
ス
は
商
人
領
事
に
つ
い
て
す

で
に
日
本
側
に
警
告
し
て
い
た
と
い
う）
12
（

。

幕
末
以
来
、条
約
国
の
中
で
最
も
多
く
の
居
留
民
を
抱
え
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
は
、

裁
判
へ
の
弊
害
を
防
止
す
べ
く
自
国
領
事
の
商
業
行
為
を
禁
止
し
て
い
た）
13
（

。
パ
ー

ク
ス
は
明
治
政
府
の
成
立
を
機
に
、
日
本
を
通
じ
て
他
国
の
商
人
領
事
任
用
に
つ

い
て
も
制
限
を
加
え
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
方
、
パ
ー
ク
ス
の
警
告
を
受
け
た
明
治
政
府
も
、
商
人
領
事
の
問
題
に
は
敏
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感
で
あ
っ
た
。
当
時
は
い
ま
だ
戊
辰
戦
争
が
継
続
中
で
、
明
治
政
府
の
権
力
基
盤

は
必
ず
し
も
万
全
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
商
人
領
事
の
不
適
切
な
裁
判
か
ら

自
国
民
の
利
益
を
守
る
姿
勢
を
内
外
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
に
よ
り
、
明
治
政
府

は
日
本
の
正
統
政
府
と
し
て
の
地
位
を
固
め
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。

八
月
二
六
日
﹇
七
月
九
日
﹈、
ポ
ル
ス
ブ
ル
ッ
ク
は
外
国
官
知
事
伊
達
宗
城
に
書

簡
を
送
り
、
商
人
領
事
の
任
用
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
回
答
し
た
。

　

 

此些
二ヵ

の
国
を
取
除
き
世
界
中
ニ
コ
ン
シ
ユ
ル
（
領
事
―
筆
者
注
）
役
人
等
ハ

都
て
商
人
な
り
、
い
ま
た
交
易
不
盛
ニ
有
る
日
本
開
港
場
え
王
国
ス
ウ
エ
ー

デ
ン
お
よ
ひ
ノ
ル
ウ
エ
ー
ゲ
ン
ニ
て
は
、
給
料
取
の
コ
ン
シ
ユ
ル
役
人
等
を

命
す
る
事
の
約
束
を
余
自
己
ニ
取
結
か
た
し）
14
（

　

商
人
領
事
は
世
界
中
広
く
任
用
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
貿
易
規
模
の
小
さ
い
日
本

に
本
務
領
事
を
派
遣
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
財
政
的
制

約
な
ど
か
ら
商
人
領
事
に
依
存
す
る
小
国
の
事
情
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い

え
る
。
以
後
、
商
人
領
事
を
め
ぐ
る
議
論
は
平
行
線
を
た
ど
り
、
日
本
側
は
妥
協

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

一
一
月
三
日
﹇
九
月
一
九
日
﹈、
日
本
側
全
権
の
東
久
世
お
よ
び
神
奈
川
府
判
事

寺
島
宗
則
、
外
国
官
判
事
井
関
盛
艮
は
ポ
ル
ス
ブ
ル
ッ
ク
に
書
簡
を
送
り
、
条
約

締
結
の
条
件
と
し
て
次
の
事
項
の
承
認
を
求
め
た
。
す
な
わ
ち
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

＝
ノ
ル
ウ
ェ
ー
政
府
は
駐
日
公
使
を
任
命
す
る
こ
と
、
お
よ
び
領
事
自
身
が
関
係

す
る
事
件
は
公
使
が
裁
判
す
る
こ
と
（「
岡
士
（
領
事
―
筆
者
注
）
又
は
岡
士
の

社
中
ニ
起
る
事
件
を
裁
断
す
る
事
は
公
使
の
権
に
あ
る
へ
き
事
」）
で
あ
る）
15
（

。
明
治

政
府
は
、
商
人
領
事
の
禁
止
を
断
念
し
、
裁
判
を
公
使
の
管
理
下
に
置
く
こ
と
で

交
渉
妥
結
を
図
っ
た
と
い
え
る
。

一
一
月
五
日
﹇
九
月
二
一
日
﹈、
ポ
ル
ス
ブ
ル
ッ
ク
は
右
の
要
求
を
承
認
し
た）
16
（

。

そ
し
て
、
一
一
月
一
一
日
﹇
九
月
二
七
日
﹈、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
＝
ノ
ル
ウ
ェ
ー
と
の

修
好
通
商
航
海
条
約
が
締
結
さ
れ
た
。
な
お
、
駐
日
公
使
の
任
命
に
つ
い
て
は
、

一
八
七
一
年
一
二
月
二
日
﹇
明
治
四
年
一
〇
月
二
〇
日
﹈、
オ
ラ
ン
ダ
公
使
が
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン=

ノ
ル
ウ
ェ
ー
公
使
を
兼
任
す
る
形
で
解
決
し
た）
17
（

。

明
治
政
府
は
、
一
八
六
九
年
一
〇
月
七
日
﹇
明
治
二
年
九
月
三
日
﹈
に
対
日
通

商
条
約
締
結
の
た
め
東
京
へ
来
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
使
節
ペ
ッ
ツ

（A
nton von Petz

）
に
対
し
て
も
、
商
人
領
事
の
禁
止
を
求
め
た）
18
（

。
す
で
に
六

月
二
七
日
﹇
五
月
一
八
日
﹈、
戊
辰
戦
争
を
平
定
し
た
明
治
政
府
は
、
日
本
の
正
統

政
府
と
し
て
自
国
民
利
益
の
損
失
を
防
ぐ
べ
く
、
商
人
領
事
の
禁
止
に
固
執
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。

一
〇
月
一
五
日
﹇
九
月
一
一
日
﹈、
ペ
ッ
ツ
は
パ
ー
ク
ス
に
書
簡
を
送
り
、
本
務

領
事
た
る
イ
ギ
リ
ス
領
事
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
領
事
を
兼
任
す
る
よ

う
依
頼
し
た）
19
（

。
パ
ー
ク
ス
は
日
本
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
間
の
仲
介
役

を
務
め
、
条
約
交
渉
に
積
極
的
に
介
入
し
て
い
た）
20
（

。
そ
の
た
め
、
領
事
任
務
を
イ

ギ
リ
ス
に
委
託
す
る
よ
う
仕
向
け
た
の
は
パ
ー
ク
ス
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、修
好
通
商
航
海
条
約
が
締
結
さ
れ
た
一
〇
月
一
八
日﹇
九
月
一
四
日
﹈、

パ
ー
ク
ス
は
外
務
卿
沢
宣
嘉
に
書
簡
を
送
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
領

事
兼
任
の
旨
を
通
知
し
た）
21
（

。
こ
う
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
つ
い
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て
は
商
人
領
事
の
禁
止
が
実
現
し
た
。

さ
ら
に
、日
本
は
清
国
に
対
し
て
も
商
人
領
事
の
禁
止
を
求
め
た
よ
う
で
あ
る
。

一
八
七
一
年
九
月
一
三
日
﹇
明
治
四
年
七
月
二
九
日
﹈
締
結
の
日
清
修
好
条
規
第

八
条
で
は
、
日
本
と
清
国
は
互
い
に
領
事
裁
判
権
を
付
与
す
る
と
規
定
さ
れ
た
。

同
時
に
、
第
一
六
条
に
て
「
両
国
の
理
事
官
（
領
事
―
筆
者
注
）
は
何
れ
も
貿
易

を
為
す
事
を
得
す
」
と
明
記
さ
れ
、
日
清
双
方
と
も
商
人
領
事
の
任
用
が
禁
止
さ

れ
た
の
で
あ
る）
22
（

。

西
洋
諸
国
に
よ
る
商
人
領
事
の
任
用
は
清
国
に
お
い
て
も
多
く
み
ら
れ
た
。
し

か
し
、
清
国
は
商
人
領
事
の
不
正
行
為
（
他
の
商
人
に
よ
る
脱
税
行
為
の
隠
蔽
な

ど
）
を
嫌
い
、
一
八
六
〇
年
代
に
行
わ
れ
た
新
規
通
商
条
約
交
渉
に
お
い
て
各
国

に
商
人
領
事
の
禁
止
を
訴
え
続
け
て
い
た）
23
（

。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
商
人
領
事
拒
絶
の
方
針
は
日
清
と
も
に
一
致
し

て
お
り
、そ
の
結
果
第
一
六
条
の
文
言
が
明
記
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
清
国
の
領
事
裁
判
件
数
は
条
約
国
の
中
で
も
最
大
規
模
で

あ
っ
た
た
め
、
修
好
条
規
に
よ
っ
て
商
人
領
事
を
禁
止
し
た
意
義
は
大
き
い）
24
（

。

日
清
修
好
条
規
締
結
直
前
の
一
八
七
一
年
八
月
二
九
日
﹇
明
治
四
年
七
月
一
四

日
﹈、
明
治
政
府
は
廃
藩
置
県
を
断
行
し
て
中
央
集
権
体
制
を
整
え
た
。
国
内
の
権

力
基
盤
が
固
ま
る
と
、
商
人
領
事
の
不
正
か
ら
自
国
民
の
利
益
を
守
る
こ
と
は
国

家
の
義
務
と
み
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
他
の
条
約
国
、
特
に
小
国
は
明
治
政
府
の

意
向
を
無
視
し
て
商
人
領
事
を
任
用
し
続
け
た
。
領
事
裁
判
制
度
を
適
切
に
運
用

し
よ
う
と
し
な
い
各
国
に
対
す
る
明
治
政
府
の
不
満
は
、
一
八
八
二
年
の
条
約
改

正
予
備
会
議
に
お
い
て
噴
出
す
る
。

二　

条
約
改
正
予
備
会
議
と
裁
判
禁
止
を
め
ぐ
る
攻
防

一
八
八
二
﹇
明
治
一
五
﹈
年
一
月
二
五
日
、
東
京
に
て
条
約
改
正
予
備
会
議
が

開
催
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
（
ス
イ
ス
代
表
を
兼
任
）・
ロ
シ
ア
・

オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
・
オ
ラ
ン
ダ
（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
＝
ノ
ル
ウ
ェ
ー
お

よ
び
デ
ン
マ
ー
ク
代
表
を
兼
任
）・
ス
ペ
イ
ン
・
イ
タ
リ
ア
の
駐
日
外
交
代
表
が
参

加
し
た
。
日
本
側
委
員
は
外
務
卿
井
上
馨
お
よ
び
外
務
少
輔
塩
田
三
郎
で
あ
り
、

井
上
が
会
頭
と
な
っ
た
。
会
議
の
目
的
は
「
現
行
条
約
に
必
要
適
宜
の
改
正
を
加

ふ
る
の
基
本
」
を
商
議
し
、
各
本
国
政
府
の
検
討
に
付
す
る
こ
と
で
あ
っ
た）
25
（

。
た

だ
し
、
日
本
側
の
主
な
要
求
は
、
不
平
等
条
約
に
よ
っ
て
事
実
上
の
制
約
を
受
け

て
い
た
外
国
人
に
対
す
る
行
政
権
の
回
復
で
あ
っ
た）
26
（

。

二
月
二
日
の
会
議
で
は
一
三
の
協
議
事
項
が
設
定
さ
れ
、
ま
ず
第
一
の
議
題
で

あ
る
領
事
特
権
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
井
上
は
商
人
領
事

の
問
題
を
取
り
上
げ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
商
人
領
事
が
裁
判
権

を
行
使
す
る
と
、
自
身
に
利
害
関
係
が
あ
る
訴
訟
を
裁
判
し
、
ま
た
被
告
が
裁
判

官
と
な
る
恐
れ
も
あ
る
。
債
務
者
た
る
商
人
領
事
が
自
身
に
対
す
る
訴
訟
を
処
理

し
、日
本
人
債
権
者
が
返
済
を
要
求
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
例
も
聞
い
て
い
る
、

と
主
張
し
た
。
井
上
は
、
商
人
領
事
が
実
際
に
日
本
人
の
利
益
を
侵
害
し
て
い
る

こ
と
を
訴
え
、「
以
来
商
買マ
マ
を
兼
帯
し
た
る
領
事
を
廃
止
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
希
望

す
る
な
り
」
と
列
国
代
表
に
要
求
し
た
の
で
あ
る）
27
（

。

行
政
権
の
回
復
を
当
面
の
目
標
と
す
る
日
本
は
、
予
備
会
議
に
あ
た
り
条
約
運

用
上
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
点
を
調
査
・
整
理
し
て
い
た
。
そ
の
中
で
、
井
上
は
明
治
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初
年
以
来
の
懸
案
で
あ
っ
た
商
人
領
事
に
も
着
目
し
、
列
国
会
議
の
場
で
一
気
に

問
題
を
解
消
し
よ
う
と
し
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
二
月
八
日
の
会
議
冒
頭
、
井
上
は
「
商
業
領
事
を
任
用
す
る
と
も
、

裁
判
権
を
兼
帯
せ
ざ
れ
ば
別
に
異
存
な
し
」
と
述
べ
、
自
説
を
修
正
し
た
。
商
人

領
事
の
全
廃
は
各
国
の
強
い
反
発
を
招
く
と
懸
念
し
た
の
か
、
商
人
領
事
に
よ
る

裁
判
の
禁
止
に
要
求
を
限
定
し
た
の
で
あ
る
。こ
の
提
議
は
、オ
ラ
ン
ダ
公
使
フ
ァ

ン
・
デ
ル
・
ポ
ッ
ト
（Johannes Jacobus van der Pot

）
を
除
く
各
国
代
表

の
同
意
を
得
た
）
28
（

。

同
日
の
会
議
に
お
い
て
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ポ
ッ
ト
は
、
井
上
の
要
求
に
対
し
次

の
よ
う
に
応
酬
し
た
。
す
な
わ
ち
、
オ
ラ
ン
ダ
お
よ
び
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
＝
ノ
ル

ウ
ェ
ー
の
商
人
領
事
が
、
自
身
が
被
告
と
な
る
事
件
を
裁
判
す
る
こ
と
は
決
し
て

な
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
は
、
公
使
が
一
人
以
上
の
陪
審
を
任
命
し
て
聴
訴
さ
せ

る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
商
人
領
事
が
訴
え
ら
れ
た
場
合
、
原
告
・
被
告
同
意
の

う
え
で
他
国
の
領
事
裁
判
を
受
け
た
先
例
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
八
八
一
年
、

函
館
に
お
い
て
デ
ン
マ
ー
ク
の
商
人
領
事
が
訴
え
ら
れ
た
際
は
イ
ギ
リ
ス
領
事
の

審
判
に
委
ね
ら
れ
た
。
ま
た
、
日
本
側
が
不
平
を
唱
え
る
判
例
が
あ
れ
ば
そ
の
詳

細
を
提
示
し
、
商
人
領
事
の
資
質
に
異
議
が
あ
れ
ば
、
裁
判
官
と
し
て
不
適
格
と

す
る
証
拠
を
挙
げ
ら
れ
た
い
、
と
主
張
し
た）
29
（

。

フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ポ
ッ
ト
は
、
商
人
領
事
の
裁
判
に
は
不
正
が
起
き
な
い
よ
う

対
策
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
日
本
側
の
非
難
の
根
拠
を
質
し
た
の
で

あ
る
。
た
だ
し
、
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ポ
ッ
ト
は
、
オ
ラ
ン
ダ
政
府
は
今
後
、
裁
判

権
を
本
務
領
事
に
の
み
与
え
る
意
向
で
あ
る
こ
と
も
言
い
添
え
た）
30
（

。

二
月
一
六
日
、
井
上
は
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ポ
ッ
ト
に
対
し
次
の
よ
う
な
反
論
を

展
開
し
た
。
す
な
わ
ち
、
商
人
領
事
問
題
を
提
議
し
た
目
的
は
個
別
の
判
例
を
非

難
す
る
た
め
で
は
な
く
、
裁
判
の
安
全
性
に
疑
義
を
呈
す
る
こ
と
に
あ
る
。
商
人

領
事
に
対
す
る
不
審
は
、「
全
く
独
立
不
羈
の
地
位
を
占
め
凡
て
依
估マ
マ

偏
頗
の
事

な
く
」
裁
判
を
行
な
え
る
か
、
訴
訟
を
審
理
す
る
に
足
る
十
分
な
法
律
知
識
や
資

格
を
有
し
て
い
る
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
ま
た
、
陪
審
を
用
い
る
、
他
国
領
事

の
裁
判
に
委
ね
る
と
い
っ
た
不
正
防
止
策
も
、
原
告
・
被
告
の
同
意
の
う
え
行
わ

れ
る
「
仲
裁
の
性
質
を
有
す
る
も
の
」
に
過
ぎ
ず
、
不
十
分
で
あ
る
。
各
開
港
場

の
人
口
の
多
数
を
占
め
る
の
は
日
本
人
で
あ
る
た
め
、
領
事
裁
判
か
ら
生
じ
る
利

害
は
日
本
政
府
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。そ
こ
で
、ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
＝
ノ
ル
ウ
ェ
ー

お
よ
び
デ
ン
マ
ー
ク
に
対
し
て
も
商
人
領
事
に
よ
る
裁
判
の
禁
止
を
建
言
し
て
も

ら
い
た
い
、
と
井
上
は
主
張
し
た）
31
（

。

井
上
は
、
商
人
領
事
非
難
の
具
体
的
な
証
拠
の
提
示
を
回
避
し
た
。
こ
れ
は
、

列
国
会
議
の
場
で
個
別
の
裁
判
情
報
を
示
す
の
は
不
適
切
と
考
え
た
た
め
か
、
あ

る
い
は
各
国
代
表
を
納
得
さ
せ
る
十
分
な
材
料
を
用
意
で
き
な
か
っ
た
た
め
か
判

然
と
し
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
井
上
は
商
人
領
事
の
問
題
点
を
改
め
て
整
理
し

た
う
え
で
、
日
本
人
の
利
益
保
護
の
た
め
領
事
裁
判
制
度
の
適
切
な
運
用
を
求
め

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ポ
ッ
ト
は
、
他
の
各
国
に
な
ら
い

領
事
裁
判
の
方
法
を
制
定
す
る
よ
う
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
＝
ノ
ル
ウ
ェ
ー
・
デ
ン
マ
ー

ク
両
政
府
へ
上
申
す
る
こ
と
を
約
束
し
た）
32
（

。

以
上
で
商
人
領
事
を
め
ぐ
る
議
論
は
一
段
落
が
付
い
た
。
他
国
代
表
ほ
ど
明
示

的
で
は
な
い
が
、
最
終
的
に
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ポ
ッ
ト
も
商
人
領
事
の
裁
判
禁
止
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に
前
向
き
な
姿
勢
を
み
せ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
日
本
側
の
要
求
に
応
じ
な
い
国
も
あ
っ
た
。
三
月
一
六
日
の
会
議
に

て
ベ
ル
ギ
ー
臨
時
代
理
公
使
ス
ク
リ
ー
ブ
（F.G. Scribe　

二
月
一
六
日
の
会
議

よ
り
参
加
）
は
、
自
身
の
出
席
以
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
議
論
に
は
拘
束
さ
れ
な

い
と
述
べ
、
裁
判
禁
止
の
要
求
を
退
け
た）
33
（

。
ま
た
、
七
月
一
七
日
の
会
議
に
て
ド

イ
ツ
公
使
ア
イ
ゼ
ン
デ
ッ
ヒ
ャ
ー
（K

arl J.G. von Eisendecher

）
は
、
ス
イ

ス
政
府
が
今
後
も
商
人
領
事
に
よ
る
裁
判
の
継
続
を
希
望
し
て
い
る
旨
を
明
言
し

た
）
34
（

。井
上
と
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ポ
ッ
ト
に
よ
る
議
論
以
降
の
予
備
会
議
の
経
緯
を
み

る
と
、
三
月
二
三
日
よ
り
ア
メ
リ
カ
公
使
が
参
加
し
、
会
議
は
欧
米
の
条
約
国
ほ

ぼ
全
て
を
包
摂
す
る
形
と
な
っ
た
（
六
月
一
日
よ
り
ポ
ル
ト
ガ
ル
も
参
加
）。
そ
し

て
、
四
月
五
日
、
井
上
は
数
年
の
準
備
期
間
を
経
て
外
国
人
に
日
本
内
地
の
旅
行
・

通
商
・
居
住
・
営
業
・
不
動
産
所
有
を
認
め
る
意
思
を
表
明
し
、
そ
の
条
件
と
し

て
領
事
裁
判
権
の
撤
廃
（
法
権
回
復
）
を
列
国
に
求
め
た
。
以
後
、
会
議
は
法
権

回
復
・
内
地
開
放
を
中
心
に
展
開
し
、
七
月
二
七
日
に
閉
会
を
迎
え
た）
35
（

。

内
地
開
放
宣
言
以
降
、
日
本
の
主
眼
は
法
権
回
復
に
移
り
始
め
、
領
事
裁
判
の

存
在
を
前
提
と
す
る
商
人
領
事
問
題
は
後
景
に
退
い
た
。
そ
れ
で
も
、
列
国
会
議

の
場
に
お
い
て
商
人
領
事
の
弊
害
が
議
論
さ
れ
た
意
義
は
小
さ
く
な
い
。
会
議
に

よ
り
、
日
本
側
の
問
題
意
識
は
各
国
に
共
有
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
貫
し
て
商
人

領
事
の
任
用
を
禁
止
し
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
、
多
く
の
国
が
日
本
の
要
求

に
賛
同
し
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る）
36
（

。
領
事
裁
判
権
を
付
与
さ
れ
た
以
上
、
こ
れ
を

適
切
に
運
用
す
る
の
が
条
約
国
の
義
務
で
あ
る
と
い
う
日
本
の
主
張
は
、
多
く
の

国
々
に
と
っ
て
説
得
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
一
八
八
六
年
五
月
よ
り
東
京
で
始
ま
っ
た
条
約
改
正
会
議
（
予
備
会

議
参
加
国
＋
途
中
か
ら
ハ
ワ
イ
も
参
加
）
で
も
、
商
人
領
事
に
よ
る
裁
判
が
再
び

問
題
と
な
っ
た）
37
（

。

会
議
に
お
い
て
日
本
と
列
国
は
、
裁
判
管
轄
条
約
案
（
内
地
開
放
、
西
洋
式
法

典
の
整
備
・
通
知
お
よ
び
外
国
人
法
律
家
の
日
本
裁
判
所
へ
の
任
用
を
条
件
に
領

事
裁
判
を
廃
止
）
と
新
通
商
条
約
案
を
審
議
し
、
両
案
を
モ
デ
ル
に
し
た
新
条
約

を
結
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
八
八
七
年
四
月
二
日
、
日
本
側
委
員
の
外

務
次
官
青
木
周
蔵
は
列
国
代
表
に
「
通
商
及
航
海
条
約
草
案
」
を
配
布
し
た
。
そ

の
第
一
五
条
に
は
「
裁
判
管
轄
条
約
ニ
掲
載
ス
ル
所
ノ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
国
臣
民
ニ
対

ス
ル
領
事
裁
判
権
ハ
、
独
リ
専
務
領
事
官
（
本
務
領
事
―
筆
者
注
）
ニ
於
テ
之
ヲ

執
行
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
明
記
さ
れ
た
。
裁
判
管
轄
条
約
案
第
六
条
で
は
、
内

地
開
放
後
の
三
年
間
は
領
事
裁
判
を
存
続
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
日
本
は
、

そ
の
間
商
人
領
事
の
裁
判
を
禁
止
す
る
よ
う
求
め
た
の
で
あ
る）
38
（

。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
要
求
は
四
月
二
七
日
か
ら
七
月
一
二
日
に
か
け
て
開
か
れ
た

通
商
事
項
取
調
委
員
会
に
お
い
て
、
オ
ラ
ン
ダ
代
表
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ポ
ッ
ト
（
デ

ン
マ
ー
ク
・
ベ
ル
ギ
ー
代
表
を
兼
任
）
の
強
い
反
対
に
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
日

本
側
は
任
用
国
政
府
が
商
人
領
事
の
裁
判
遂
行
能
力
を
保
証
す
る
こ
と
を
条
件
に
、

裁
判
禁
止
の
文
言
を
削
除
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た）
39
（

。

前
述
の
通
り
、
条
約
改
正
予
備
会
議
に
お
い
て
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ポ
ッ
ト
は
、

裁
判
の
将
来
的
な
禁
止
に
前
向
き
な
姿
勢
を
み
せ
て
い
た
。
し
か
し
、
右
の
対
応

を
み
る
と
、予
備
会
議
以
降
も
小
国
の
商
人
領
事
は
依
然
と
し
て
裁
判
権
を
保
持
・
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行
使
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

一
方
、
新
条
約
の
も
う
一
つ
の
骨
子
た
る
裁
判
管
轄
条
約
案
は
、
四
月
二
二
日

の
条
約
改
正
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
。
し
か
し
、
法
権
回
復
の
た
め
に
提
示

し
た
諸
譲
歩
は
日
本
国
内
の
強
い
反
発
を
招
い
た
。
そ
の
結
果
、
外
務
大
臣
井
上

馨
は
九
月
一
七
日
に
辞
任
に
追
い
込
ま
れ
、
新
条
約
は
締
結
に
至
ら
な
か
っ
た
。

結
局
、
日
本
は
、
通
商
事
項
取
調
委
員
会
に
お
い
て
取
り
付
け
た
商
人
領
事
の
裁

判
遂
行
能
力
に
関
す
る
保
証
も
獲
得
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
未
締
結
に
終
わ
っ
た
が
、
会
議
に
お
け
る
裁
判
管
轄
条
約
案
の
採
択
は
、

初
め
て
領
事
裁
判
権
撤
廃
に
国
際
的
合
意
が
得
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。以
後
、

日
本
の
方
針
は
い
よ
い
よ
法
権
回
復
に
傾
き
、
商
人
領
事
問
題
は
さ
ら
に
後
景
化

し
て
い
く
。

三　

裁
判
禁
止
の
失
敗
と
小
国
の
事
情

一
八
九
二
﹇
明
治
二
五
﹈
年
、
外
務
省
は
商
人
領
事
裁
判
の
実
態
調
査
に
乗
り

出
し
た
。
調
査
の
理
由
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
年
に
起
き
た
ポ
ル
ト
ガ
ル

領
事
裁
判
権
撤
廃
事
件
（
第
四
章
に
て
詳
述
）
が
関
係
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
条
約
改
正
会
議
以
降
も
各
国
の
商
人
領
事
が
裁
判
権

を
保
持
・
行
使
し
続
け
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
右
の
調
査
結
果
を

素
材
に
し
て
、
商
人
領
事
問
題
が
解
消
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
を
検
討
し
た
い
。

一
八
九
二
年
五
月
三
日
、
外
務
省
政
務
局
長
栗
野
慎
一
郎
は
開
港
場
・
居
留
地

の
あ
る
神
奈
川
・
兵
庫
・
長
崎
各
県
知
事
に
書
簡
を
送
り
、
左
の
四
点
に
つ
い
て

「
内
密
ニ
」
調
査
す
る
よ
う
指
示
し
た
。

　

一
、 

商
業
営
業
ノ
性
質
、
又
被
雇
人
ニ
就
テ
ハ
、
其
被
雇
先
ノ
商
業
営
業
ノ

性
質
幷
ニ
被
雇
先
ニ
於
テ
何
カ
ナ
ル
位
地
ヲ
保
チ
、
何
カ
ナ
ル
事
務
ニ

従
事
ス
ル
カ

　

一
、 

才
判
権
ヲ
執
行
シ
得
ル
ノ
質
格
若
ク
ハ
知
識
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
認
メ
得

ヘ
キ
ヤ
否
、
例
ヘ
ハ
法
律
学
校
ヲ
卒
業
シ
、
又
ハ
嘗
テ
代
言
事
務
ニ
従

事
シ
、
其
他
法
律
思
想
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ヘ
キ
証
跡
ア
リ
ヤ

　

一
、 

従
来
才
判
事
務
ニ
付
不
当
ノ
所
置
判
決
等
ヲ
ナ
シ
、
又
ハ
過
失
ア
リ
タ

レ
バ
其
事
跡

　

一
、 

領
事
ノ
自
国
人
及
一
般
在
留
外
国
人
ノ
間
該
領
事
ノ
才
判
事
務
執
行
上

ニ
関
シ
評
判
ノ
良
否）
40
（

　

す
な
わ
ち
、
①
領
事
が
従
事
す
る
商
業
の
詳
細
、
②
裁
判
権
の
行
使
に
必
要
な

資
格
・
知
識
の
有
無
（
法
律
学
校
卒
業
、
弁
護
士
経
験
等
）、
③
裁
判
に
お
け
る

不
当
な
処
置
・
判
決
・
過
失
の
有
無
、
④
裁
判
に
対
す
る
外
国
人
の
評
判
で
あ
る
。

な
お
、
調
査
対
象
は
現
職
の
領
事
だ
け
で
な
く
過
去
の
領
事
も
含
む
と
し
て
い

る
。
ま
た
、
内
密
の
調
査
を
指
示
し
た
の
は
、
右
の
事
項
が
各
国
の
領
事
裁
判
に

対
す
る
不
信
を
表
明
す
る
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
配

慮
は
同
時
に
、
日
本
側
は
必
ず
し
も
容
易
に
商
人
領
事
の
調
査
を
行
え
な
か
っ
た

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

右
の
指
示
を
受
け
て
神
奈
川
県
は
六
月
二
日
、
兵
庫
県
は
七
月
六
日
、
長
崎
県

は
七
月
二
〇
日
に
そ
れ
ぞ
れ
回
答
書
を
提
出
し
た
。
こ
れ
ら
各
府
県
の
調
査
結
果

を
ま
と
め
た
の
が
表
１
〜
３
で
あ
る
。
内
密
の
調
査
を
命
じ
ら
れ
た
た
め
、
各
回
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答
と
も
主
に
風
評
や
伝
聞
に
基
づ
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
は
留
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
、
裁
判
の
実
態
を
窺
う
参
考
資
料
と
し
て
は
一
定

の
価
値
を
有
す
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

各
表
を
み
る
と
、
調
査
対
象
の
う
ち
裁
判
権
の
行
使
に
必
要
な
資
格
・
知
識
を

有
す
る
領
事
は
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
表
１
Ｃ
ス
イ
ス
総

領
事
館
の
項
に
あ
る
よ
う
に
、
実
際
に
不
公
平
な
裁
判
も
起
き
て
い
た
よ
う
で
あ

る
）
41
（

。
こ
れ
ら
の
調
査
結
果
は
、
条
約
改
正
予
備
会
議
に
お
け
る
日
本
側
の
主
張
を

裏
付
け
る
も
の
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
表
２
Ｄ
に
よ
る
と
、
神
戸
で
は
居
留
民
が
商
人
領
事
に
よ
る
裁
判
を

軽
視
し
、
な
る
べ
く
法
廷
外
で
問
題
を
解
決
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。
裁

判
へ
の
不
信
は
、
領
事
に
よ
る
居
留
民
管
轄
に
空
白
を
生
み
か
ね
な
い
。
こ
れ
も

ま
た
、
商
人
領
事
が
も
た
ら
す
重
大
な
弊
害
と
い
え
る
。

し
か
し
一
方
で
、
表
１
〜
３
を
通
じ
て
目
立
つ
の
が
、
所
轄
居
留
民
数
・
裁
判

件
数
と
も
に
僅
少
で
あ
る
た
め
、
裁
判
の
良
否
に
関
す
る
風
評
は
み
ら
れ
な
い
と

い
う
回
答
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
の
統
計
資
料
か
ら
も
傍
証
す
る
こ
と
が
で
き
る）
42
（

。

表
４
は
、
一
八
七
六
年
か
ら
一
八
九
九
年
に
か
け
て
領
事
裁
判
権
を
有
し
た
各

国
の
居
留
民
数
で
あ
る
（
た
だ
し
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
一
八
九
二
年
、
ハ
ワ
イ
・
清

国
は
一
八
九
四
年
に
そ
れ
ぞ
れ
領
事
裁
判
権
を
喪
失
）。
同
表
に
よ
る
と
、
最
も
多

く
の
人
口
を
擁
し
て
い
た
の
は
清
国
で
あ
っ
た
。
統
計
が
始
ま
る
一
八
七
六
年
に

す
で
に
二
〇
〇
〇
人
以
上
が
在
留
し
て
お
り
、
日
清
戦
争
直
前
の
一
八
九
三
年
に

は
五
〇
〇
〇
人
を
超
え
て
い
た
。
清
国
の
ほ
か
に
統
計
開
始
か
ら
一
〇
〇
〇
人
以

上
の
人
口
を
擁
し
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
の
み
で
あ
り
、
一
八
九
九
年
に
は
約
二
〇
〇

〇
人
に
ま
で
増
加
し
た
。
次
い
で
ア
メ
リ
カ
・
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
が
概
ね
数
百

人
か
ら
一
〇
〇
〇
人
程
度
で
推
移
し
て
い
る
。
一
方
、
商
人
領
事
を
任
用
す
る
オ

ラ
ン
ダ
・
ス
イ
ス
・
ベ
ル
ギ
ー
な
ど
の
小
国
の
人
口
は
概
ね
数
十
人
乃
至
一
〇
〇

人
前
後
に
と
ど
ま
っ
た
。

次
に
、「
司
法
省
民
事
統
計
年
報
」
お
よ
び
「
司
法
省
刑
事
統
計
年
報
」
を
用
い

て
、
一
八
七
八
年
か
ら
一
八
九
八
年
に
お
け
る
日
本
人
か
ら
外
国
人
に
対
す
る
国

別
訴
訟
件
数
を
示
し
た
の
が
表
５
・
６
で
あ
る
。
両
表
に
は
外
国
人
同
士
の
訴
訟

が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、二
一
年
間
の
各
国
の
件
数
総
計
は
の
べ
数
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
年
度
を
越
え
て
係
属
し
た
件
数
が
重
複
し
て
お
り
、
訴
訟
処
理
の
滞

る
国
に
高
い
数
値
が
出
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
刑
事
に
つ
い
て
は
一
八
八
五

年
の
数
字
を
欠
い
て
お
り
、
デ
ー
タ
の
精
度
は
さ
ら
に
落
ち
る
が
、
国
別
訴
訟
件

数
の
大
体
の
傾
向
を
窺
う
に
は
有
用
で
あ
ろ
う
。

両
表
を
み
る
と
、
民
事
・
刑
事
と
も
に
清
国
・
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
人

口
の
多
い
国
に
高
い
数
値
が
並
ん
で
い
る
。
一
方
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
オ
ラ
ン
ダ
・

ベ
ル
ギ
ー
な
ど
の
小
国
で
は
年
間
ゼ
ロ
乃
至
一
〇
件
程
度
、
二
一
年
間
を
通
じ
て

も
民
事
で
数
十
か
ら
一
〇
〇
前
後
、
刑
事
で
数
件
か
ら
数
十
件
し
か
裁
判
が
起
き

て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
人
口
と
裁
判
件
数
は
概
ね
比
例
関
係
に
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。
こ
れ
は
同
時
に
、
小
国
が
商
人
領
事
の
任
用
を
正
当
化
す
る
根
拠
と
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
貿
易
規
模
が
大
き
く
多
数
の
在
日
居
留
民
を
抱
え

る
国
々
は
当
然
裁
判
件
数
も
増
え
る
。
こ
う
し
た
国
々
は
、
裁
判
を
適
切
に
行
う

べ
く
本
務
領
事
を
派
遣
す
る
の
が
望
ま
し
い
。
現
に
、
最
も
人
口
・
裁
判
件
数
の
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多
い
清
国
・
イ
ギ
リ
ス
は
本
務
領
事
の
み
を
任
用
し
て
い
る
（
第
一
章
参
照
）。
し

か
し
、
貿
易
額
・
居
留
民
数
と
も
に
僅
少
な
小
国
は
、
財
政
的
事
情
も
あ
り
清
国

や
イ
ギ
リ
ス
に
な
ら
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
裁
判
件
数
も
ご
く
少
数
な
の
だ
か

ら
、
陪
審
制
度
の
活
用
や
他
国
領
事
へ
の
委
託
と
い
っ
た
不
正
防
止
策
（
第
二
章

参
照
）
を
講
じ
れ
ば
、
商
人
領
事
を
任
用
し
て
も
日
本
人
や
居
留
民
の
利
益
を
損

な
う
こ
と
は
ま
ず
な
い
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

右
の
主
張
を
踏
ま
え
る
と
、
商
人
領
事
任
用
国
に
と
っ
て
日
本
の
非
難
・
抗
議

は
、
例
外
的
事
象
あ
る
い
は
未
発
の
可
能
性
の
追
及
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
原
告
と
な
る
自
国
民
の
利
益
保
護
の
た
め
、
日
本
が
領
事
裁
判
制
度
の
適
切

な
運
用
を
訴
え
る
の
は
全
く
正
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
具
体
的
な
代
償
や
譲
歩
を

得
る
こ
と
な
く
正
論
に
応
答
で
き
る
小
国
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
明
治
初

年
以
来
商
人
領
事
の
問
題
が
解
消
し
な
か
っ
た
根
本
的
な
理
由
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
第
二
章
に
記
し
た
通
り
、
日
本
の
法
権
回
復
要
求
の
高
ま
り
に
よ
り
、

条
約
改
正
会
議
以
降
、
商
人
領
事
問
題
は
影
を
潜
め
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本

章
で
み
た
裁
判
調
査
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
一
八
九
二
年
の
ポ
ル

ト
ガ
ル
領
事
裁
判
権
撤
廃
事
件
に
お
い
て
、
日
本
は
再
び
商
人
領
事
を
俎
上
に
載

せ
る
こ
と
に
な
る
。

四　

法
権
回
復
運
動
へ
の
昇
華
―
ポ
ル
ト
ガ
ル
領
事
裁
判
権
撤
廃
事
件
―

他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
小
国
と
同
様
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
商
人
領
事
に
依
存
す
る
国
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
八
九
一
﹇
明
治
二
四
﹈
年
一
二
月
三
一
日
以
降
に
ポ
ル
ト

ガ
ル
総
領
事
ル
レ
イ
ロ
（José Loureiro

）
が
外
務
大
臣
榎
本
武
揚
に
送
っ
た
私

書
（
日
欠
）
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
、

一
八
八
二
年
の
条
約
改
正
予
備
会
議
に
お
け
る
日
本
側
の
主
張
に
配
慮
し
、
商
人

領
事
の
任
用
は
続
け
な
が
ら
も
、
一
八
八
三
年
一
二
月
に
東
京
駐
在
の
本
務
領
事

を
任
命
し
た
。
当
初
、
こ
の
本
務
領
事
の
裁
判
管
轄
区
域
は
東
京
に
限
定
さ
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
一
八
八
七
年
一
月
以
降
、
裁
判
権
は
全
開
港
・
開
市
場
に
拡
大

し
、
東
京
の
本
務
領
事
が
裁
判
を
一
手
に
引
き
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し

て
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
商
人
領
事
の
裁
判
を
防
止
す
る
体
制
を
整
え
た
と
い
う）
43
（

。

し
か
し
、
一
八
九
二
年
一
月
八
日
、
榎
本
は
駐
仏
公
使
野
村
靖
（
ポ
ル
ト
ガ
ル

公
使
を
兼
任
）
に
打
電
し
た
。
そ
し
て
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
政
府
が
東
京
の
総
領
事
館

を
撤
退
さ
せ
る
と
い
う
情
報
を
得
た
が
、「
法
権
ヲ
執
行
ス
ル
事
務
領
事
」
は
必
要

な
の
で
、
同
政
府
に
再
考
を
促
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
訓
令
し
た）
44
（

。
総
領
事

館
撤
退
が
事
実
な
ら
ば
、
唯
一
の
本
務
領
事
ル
レ
イ
ロ
は
近
い
う
ち
に
帰
国
す
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
再
び
商
人
領
事
が
裁
判
を
行
う
こ
と
を
榎
本
は
懸

念
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
榎
本
は
二
月
一
〇
日
、
野
村
に
「
葡
国
政
府
ヘ
交
渉
ニ
関
ス
ル
訓
令

書
」
を
送
っ
た
。
そ
し
て
、
従
来
日
本
が
主
張
し
て
き
た
商
人
領
事
に
よ
る
裁
判

の
非
を
掲
げ
、
本
務
領
事
の
駐
在
を
ポ
ル
ト
ガ
ル
政
府
に
求
め
る
よ
う
改
め
て
指

示
し
た
。
た
だ
し
、
同
訓
令
で
は
、
す
で
に
裁
判
権
を
有
す
る
他
国
の
商
人
領
事

に
つ
い
て
は
不
問
に
付
し
、
今
回
の
よ
う
に
新
た
に
商
人
領
事
の
裁
判
を
招
来
す

る
動
き
に
対
し
て
の
み
、「
徹
頭
徹
尾
反
対
セ
ン
ト
欲
ス
ル
」
方
針
で
あ
る
と
も
明

記
さ
れ
た）
45
（

。
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第
三
章
に
記
し
た
通
り
、
商
人
領
事
を
め
ぐ
る
外
交
交
渉
に
備
え
る
た
め
か
、

外
務
省
は
五
月
三
日
よ
り
裁
判
の
実
態
調
査
を
開
始
し
た
。
し
か
し
、
商
人
領
事

に
依
存
す
る
小
国
の
事
情
は
榎
本
も
概
ね
把
握
し
て
お
り
、
二
月
一
〇
日
の
野
村

宛
て
訓
令
を
送
付
し
た
時
に
は
、
す
で
に
商
人
領
事
裁
判
の
全
廃
を
諦
め
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

五
月
一
八
日
、
ル
レ
イ
ロ
は
榎
本
に
東
京
総
領
事
館
の
廃
止
を
書
面
に
て
正
式

に
通
知
し
、
自
身
も
六
月
一
〇
日
に
離
日
す
る
こ
と
を
伝
え
た）
46
（

。
こ
れ
を
受
け
て

五
月
二
一
日
、
榎
本
は
野
村
に
新
た
な
訓
令
を
送
っ
た
。
そ
し
て
、
本
務
領
事
の

撤
退
は
「
条
約
中
裁
判
権
ニ
関
ス
ル
一
部
ノ
廃
棄
ナ
リ
ト
認
定
セ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル

旨
」
を
ポ
ル
ト
ガ
ル
政
府
に
通
知
す
る
よ
う
指
示
し
た）
47
（

。
こ
の
訓
令
は
、
単
に
本

務
領
事
の
維
持
を
求
め
た
前
述
の
訓
令
と
は
明
ら
か
に
異
質
で
あ
る
。
ル
レ
イ
ロ

が
帰
国
す
れ
ば
、
残
る
の
は
商
人
領
事
の
み
で
あ
り
、
裁
判
は
適
切
に
行
わ
れ
な

く
な
る
。
榎
本
は
こ
れ
を
理
由
に
し
て
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
領
事
裁
判
権
の
消
滅
を
画

策
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
ね
ら
い
は
、
全
面
的
な
法
権
回
復
に
向
け
た
前
例

作
り
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

六
月
一
〇
日
、
ル
レ
イ
ロ
は
予
定
通
り
日
本
を
去
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
六
月

一
四
日
、
榎
本
は
野
村
に
打
電
し
、
領
事
裁
判
権
の
消
滅
は
七
月
一
日
ま
で
猶
予

す
る
旨
を
ポ
ル
ト
ガ
ル
政
府
に
通
知
す
る
よ
う
指
示
し
た）
48
（

。そ
し
て
六
月
一
六
日
、

榎
本
は
総
理
大
臣
松
方
正
義
に
書
簡
を
送
り
、
七
月
一
日
ま
で
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
政

府
が
何
ら
対
応
を
み
せ
な
け
れ
ば
、
勅
令
に
よ
っ
て
領
事
裁
判
権
を
廃
棄
し
た
い

と
申
し
入
れ
た）
49
（

。
榎
本
は
、
相
手
国
の
同
意
を
得
な
い
ま
ま
、
国
内
法
に
よ
る
一

方
的
な
解
決
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
七
月
一
日
に
な
っ
て
も
勅
令
は
公
布
さ
れ
な
か
っ
た
。
国
内
法
に
よ

る
領
事
裁
判
権
の
撤
廃
は
前
代
未
聞
で
あ
り
、
日
本
政
府
内
で
議
論
が
紛
糾
し
て

い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
れ
で
も
こ
の
問
題
は
枢
密
院
に
諮
ら
れ
、
論
点
が
徐
々

に
絞
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
七
月
一
〇
日
、
枢
密
院
書
記
官
長
伊
東
巳
代
治
は

「
日
葡
条
約
中
領
事
裁
判
権
ニ
関
ス
ル
条
項
廃
止
ノ
勅
令
ノ
件
審
査
報
告
」
を
枢

密
院
議
長
伊
藤
博
文
・
同
副
議
長
東
久
世
通
禧
に
提
出
し
た
。
そ
こ
で
挙
げ
ら
れ

た
論
点
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

①
条
約
の
一
部
の
み
を
廃
棄
す
る
こ
と
は
可
能
か
。

　

② 

領
事
裁
判
権
は
本
務
領
事
で
な
け
れ
ば
行
使
で
き
な
い
と
い
う
文
言
は
、

一
八
六
〇
﹇
万
延
元
﹈
年
締
結
の
日
葡
修
好
通
商
条
約
に
は
存
在
し
な
い
。

日
本
は
何
の
権
利
に
よ
っ
て
商
人
領
事
の
裁
判
を
拒
む
の
か
。

　

③ 

本
務
領
事
で
な
け
れ
ば
裁
判
権
を
行
使
で
き
な
い
と
仮
定
し
た
場
合
、
本

務
領
事
の
不
在
は
領
事
裁
判
権
の
放
棄
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
権

利
の
一
時
停
止
に
過
ぎ
な
い
の
か
。

　

④ 

ポ
ル
ト
ガ
ル
政
府
が
再
び
本
務
領
事
を
派
遣
し
、
最
恵
国
条
項
に
よ
り
領

事
裁
判
権
を
請
求
し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か）
50
（

。

枢
密
院
は
主
務
大
臣
た
る
榎
本
に
回
答
を
求
め
た
。
そ
こ
で
七
月
一
二
日
、
枢

密
院
の
会
議
に
て
榎
本
は
①
〜
④
の
問
い
に
対
し
左
の
よ
う
に
返
答
し
た）
51
（

。

　

①
条
約
の
一
部
廃
棄
は
前
例
も
あ
り
可
能
で
あ
る）
52
（

。

　

② 
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
官
制
上
、
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
の
は
東
京
の
本
務
領
事

の
み
で
あ
り
、
商
人
領
事
に
は
裁
判
権
が
な
い）
53
（

。
仮
に
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
が

商
人
領
事
に
よ
る
裁
判
権
行
使
を
求
め
て
も
拒
否
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
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③ 

「
締
約
国
一
方
ノ
怠
慢
」
に
よ
り
廃
棄
さ
れ
た
条
項
は
永
久
に
そ
の
効
力

を
失
う
。

　

④ 
一
度
失
効
し
た
領
事
裁
判
権
を
最
恵
国
条
項
に
よ
っ
て
回
復
す
る
こ
と
も

で
き
な
い
。
も
し
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
こ
れ
を
強
く
求
め
る
な
ら
ば
、「
已
ム

ナ
ク
兵
力
ニ
訴
フ
ル
」
こ
と
も
あ
り
得
る
。

本
務
領
事
の
撤
退
を
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
怠
慢
と
断
じ
、
方
針
貫
徹
の
た
め
に
武
力
行

使
を
も
示
唆
す
る
右
の
回
答
は
、
領
事
裁
判
権
消
滅
を
目
指
す
榎
本
の
強
い
意
志

を
反
映
し
た
も
の
と
い
え
る
。

そ
し
て
七
月
一
四
日
、
松
方
・
榎
本
に
加
え
、
司
法
大
臣
河
野
敏
鎌
が
副
署
し

た
勅
令
第
六
四
号
が
公
布
さ
れ
、「
万
延
元
年
六
月
十
七
日
葡
国
政
府
ト
締
結
シ

タ
ル
条
約
中
領
事
裁
判
権
ニ
関
ス
ル
約
款
ハ
、自
今
無
効
ニ
帰
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス
」

と
宣
言
さ
れ
た）
54
（

。
こ
こ
に
、
本
務
領
事
の
不
在
お
よ
び
商
人
領
事
に
よ
る
裁
判
を

理
由
に
領
事
裁
判
権
を
撤
廃
す
る
こ
と
が
、
日
本
政
府
の
総
意
と
な
っ
た
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
対
す
る
裁
判
権
行
使
の
機
会
は
間
も
な
く
訪
れ
た
。
七
月
二

八
日
、
神
戸
在
住
の
牧
野
新
之
助
が
元
雇
主
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
リ
イ
チ
に
対
し
、

未
払
い
賃
金
お
よ
び
督
促
手
続
費
用
合
計
八
円
七
七
銭
五
厘
の
支
払
い
を
求
め
て

神
戸
区
裁
判
所
に
訴
え
た
の
で
あ
る
。

神
戸
区
裁
判
所
の
対
応
は
迅
速
で
、
翌
七
月
二
九
日
に
は
右
金
額
を
一
四
日
以

内
に
支
払
う
よ
う
リ
イ
チ
に
命
じ
た
（
た
だ
し
、
命
令
の
送
達
遅
延
に
よ
り
、
支

払
い
は
八
月
二
五
日
と
な
っ
た
））
55
（

。
事
件
自
体
は
軽
微
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
勅

令
公
布
直
後
、
日
本
は
早
速
法
権
行
使
の
実
績
作
り
を
進
め
た
と
い
え
る）
56
（

。

八
月
八
日
、
第
二
次
伊
藤
博
文
内
閣
の
成
立
に
よ
り
榎
本
は
閣
外
に
去
っ
た
。

後
任
の
外
相
陸
奥
宗
光
は
榎
本
の
方
針
を
引
き
継
ぎ
、
勅
令
に
よ
る
領
事
裁
判
権

廃
棄
の
貫
徹
が
課
題
と
な
っ
た
。
一
方
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
政
府
は
日
本
側
に
よ
る
処

分
に
対
し
い
ま
だ
正
式
な
見
解
を
表
明
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
駐
日
フ
ラ
ン
ス
臨

時
代
理
公
使
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
（V

. Collin de Plancy

）
を
駐
日
ポ
ル
ト
ガ
ル

公
使
に
任
命
し
、
来
る
べ
き
対
日
交
渉
に
当
た
ら
せ
る
こ
と
と
し
た
。

八
月
二
〇
日
、
陸
奥
と
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
は
予
備
交
渉
の
形
で
会
談
し
た）
57
（

。
ド
・

プ
ラ
ン
シ
ー
は
、「
諸
法
典
未
タ
完
備
ノ
域
ニ
至
ラ
ス
」
と
い
う
状
態
の
日
本
が
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
対
す
る
裁
判
を
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
の
か
尋
ね
た
。
こ
れ
に

対
し
陸
奥
は
左
の
よ
う
に
返
答
し
た
。

　

 

我
国
モ
今
日
ハ
既
ニ
立
憲
政
治
ノ
国
ト
ナ
リ
居
レ
ハ
、
欧
州
文
明
諸
国
ノ
臣

民
カ
各
々
其
本
国
ニ
於
テ
享
有
ス
ル
自
由
ト
権
利
ト
ハ
、
我
国
民
モ
殆
ン
ト

同
様
ニ
享
有
シ
居
ル
コ
ト
ナ
レ
ハ
、
葡
国
臣
民
カ
我
臣
民
ト
同
シ
ク
我
裁
判

権
ニ
服
従
ス
ル
モ
、
些
カ
モ
御
懸
念
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
之
レ
ナ
カ
ル
ヘ
シ
ト
確

言
致
候

　

大
日
本
帝
国
憲
法
（
一
八
八
九
年
発
布
・
一
八
九
〇
年
施
行
）
に
よ
り
立
憲
主

義
が
成
立
し
た
日
本
で
は
、「
文
明
国
」
同
様
の
自
由
と
権
利
を
享
受
で
き
る
。
し

た
が
っ
て
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
日
本
の
裁
判
権
に
服
従
す
る
こ
と
に
全
く
問
題
は

な
い
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
う
し
た
認
識
は
、
前
任
の
榎
本
に
も
共
有
さ
れ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
従
来
、
不
適
切
な
領
事
裁
判
に
対
す
る

攻
撃
材
料
に
過
ぎ
な
か
っ
た
商
人
領
事
問
題
が
法
権
回
復
運
動
へ
と
昇
華
し
た
背

景
に
は
、
立
憲
制
の
導
入
に
よ
り
「
文
明
化
」
を
達
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
日
本
の

自
負
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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そ
の
後
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
政
府
か
ら
訓
令
を
受
け
た
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
は
一
八
九

二
年
一
〇
月
三
日
、
陸
奥
に
書
簡
を
送
っ
た
。
そ
し
て
、
日
葡
修
好
通
商
条
約
に

は
領
事
の
種
類
に
つ
い
て
何
ら
規
定
が
な
い
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
本
務
領
事
の

不
在
を
理
由
と
す
る
領
事
裁
判
権
撤
廃
に
対
し
正
式
に
抗
議
し
た）
58
（

。
ま
た
、
ポ
ル

ト
ガ
ル
外
相
が
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
に
宛
て
た
書
簡
（
八
月
一
三
日
付
）
も
一
〇
月

五
日
、
日
本
外
務
省
に
届
け
ら
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
勅
令
停
止
の
要
求
に
加
え
、

財
政
難
に
よ
り
居
留
民
数
・
通
商
規
模
と
も
に
僅
少
な
日
本
に
本
務
領
事
を
置
く

こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
旨
も
記
さ
れ
て
い
た）
59
（

。
し
か
し
、
一
〇
月
一
一
日
、
陸
奥

は
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
に
返
書
を
送
り
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
要
求
を
退
け
た）
60
（

。

一
八
九
三
年
二
月
六
日
、
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
は
再
び
陸
奥
に
書
簡
を
送
り
、
ポ

ル
ト
ガ
ル
が
東
京
に
領
事
館
を
再
設
し
た
た
め
勅
令
を
停
止
す
る
よ
う
求
め
た
。

し
か
し
、
陸
奥
は
二
月
八
日
付
の
返
書
に
て
こ
れ
を
一
蹴
し
た）
61
（

。

そ
の
後
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
マ
カ
オ
総
督
ド
・
ボ
ル
ジ
ア
（Custodio M

. de 

Borja

）
を
東
京
に
派
遣
し
、
六
月
二
六
日
、
同
人
を
通
じ
て
長
文
の
覚
書
を
陸

奥
に
提
出
し
た
。
そ
こ
で
は
、
勅
令
停
止
を
求
め
る
理
由
と
し
て
、
前
年
の
本
務

領
事
撤
退
は
財
政
難
に
よ
る
や
む
を
得
な
い
措
置
で
あ
っ
た
こ
と
、
本
務
領
事
の

任
用
は
あ
く
ま
で
努
力
義
務
で
あ
る
こ
と
な
ど
、従
前
の
主
張
が
繰
り
返
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
条
約
上
商
人
領
事
も
裁
判
権
を
有
す
る
が
、
扱
う
事
件
の
多
く
は
軽
微

な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
法
の
解
釈
に
は
専
門
的
な
知
識
を
必
要
と
し

な
い
た
め
裁
判
に
支
障
は
な
い
、
と
い
う
商
人
領
事
正
当
化
の
見
解
も
示
さ
れ

た
）
62
（

。し
か
し
、
七
月
一
八
日
、
陸
奥
は
ド
・
ボ
ル
ジ
ア
に
返
書
を
送
り
、
領
事
裁
判

権
の
復
活
を
再
度
否
定
し
た）
63
（

。
そ
の
後
も
ポ
ル
ト
ガ
ル
側
の
要
求
が
聞
き
入
れ
ら

れ
る
こ
と
は
な
く
、
一
一
月
四
日
、
陸
奥
は
伊
藤
に
書
簡
を
送
り
「
本
問
題
ノ
一

段
落
」
を
報
告
し
た）
64
（

。

右
に
挙
げ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
主
張
は
、
概
ね
勅
令
公
布
前
に
想
定
さ
れ
て
い
た

も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
主
張
を
断
固
退
け
、
一
度
廃
棄
さ
れ
た
条

項
は
永
久
に
そ
の
効
力
を
失
う
と
す
る
の
が
前
任
外
相
榎
本
の
方
針
で
あ
っ
た
。

陸
奥
は
榎
本
が
敷
い
た
路
線
を
貫
徹
し
、
国
交
を
破
綻
さ
せ
ず
、
ま
た
他
国
の
干

渉
も
特
段
受
け
ず
に
領
事
裁
判
権
の
廃
棄
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

す
で
に
、
日
本
は
一
八
八
八
年
の
メ
キ
シ
コ
と
の
修
好
通
商
条
約
に
よ
り
、
領

事
裁
判
権
を
付
与
し
な
い
条
約
の
前
例
を
作
っ
て
い
た）
65
（

。
こ
れ
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
領

事
裁
判
権
の
消
滅
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
は
法
権
回
復
を
よ
り
一
層
強
く

各
国
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
。

全
面
的
な
法
権
回
復
も
目
前
に
迫
っ
て
い
た
。
一
八
九
四
年
七
月
一
六
日
、
日

英
通
商
航
海
条
約
の
締
結
に
よ
り
日
本
は
領
事
裁
判
権
の
撤
廃
に
成
功
し
た
。
そ

の
後
、
他
の
条
約
国
と
も
同
様
の
条
約
が
締
結
さ
れ
、
一
八
九
九
年
七
月
に
実
施

さ
れ
た
。

新
条
約
実
施
に
至
る
ま
で
の
間
は
な
お
も
商
人
領
事
に
よ
る
裁
判
が
行
わ
れ
た

可
能
性
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
外
交
問
題
と
な
っ
た
形
跡
は
管
見
の
限
り
み
ら
れ
な

い
。
条
約
改
正
に
よ
り
領
事
裁
判
の
廃
止
が
約
束
さ
れ
た
以
上
、
日
本
が
商
人
領

事
を
非
難
す
る
理
由
は
も
は
や
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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お
わ
り
に

日
本
は
明
治
政
府
成
立
直
後
か
ら
、
商
人
領
事
の
不
適
切
な
裁
判
に
よ
り
原
告

と
な
る
日
本
人
の
利
益
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
を
懸
念
し
た
。
そ
こ
で
、
新
規
通
商

条
約
交
渉
を
通
じ
て
商
人
領
事
の
禁
止
を
試
み
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー

お
よ
び
清
国
に
対
し
て
は
本
務
領
事
の
任
命
を
義
務
付
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

し
か
し
、
小
国
を
中
心
に
依
然
と
し
て
商
人
領
事
の
任
用
は
続
き
、
日
本
側
の
不

満
は
鬱
積
し
て
い
っ
た
。

条
約
改
正
予
備
会
議
の
際
、
日
本
は
列
国
代
表
の
前
で
商
人
領
事
に
よ
る
裁
判

の
禁
止
を
訴
え
た
。
領
事
裁
判
制
度
の
適
切
な
運
用
を
求
め
る
日
本
の
主
張
は
多

く
の
国
の
賛
同
を
得
た
が
、
小
国
の
商
人
領
事
任
用
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
ま
た
、会
議
途
中
よ
り
日
本
の
主
眼
は
法
権
回
復
に
移
り
始
め
た
た
め
、

領
事
裁
判
の
存
在
を
前
提
と
す
る
商
人
領
事
問
題
は
後
景
化
し
た
。

日
本
側
の
調
査
で
は
、
不
公
平
な
裁
判
の
事
例
や
商
人
領
事
に
対
す
る
居
留
民

の
不
信
が
確
認
さ
れ
た
。
し
か
し
、
商
人
領
事
が
管
轄
す
る
居
留
民
数
・
裁
判
件

数
は
少
数
で
あ
り
、
そ
の
実
害
は
必
ず
し
も
大
規
模
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
浮
き

彫
り
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
財
政
的
余
裕
の
な
い
小
国
が
商
人
領
事
を
任
用
す
る
根

拠
で
あ
り
、
問
題
の
解
決
を
困
難
に
し
て
い
た
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
の
東
京
総
領
事
館
撤
退
に
よ
り
、
同
国
の
商
人
領
事
が
再
び
裁
判

権
を
行
使
す
る
可
能
性
が
生
じ
た
時
、
日
本
は
も
は
や
商
人
領
事
裁
判
の
全
廃
を

諦
め
て
い
た
。
む
し
ろ
、
立
憲
制
の
導
入
に
よ
り
深
め
つ
つ
あ
っ
た
「
文
明
国
」

と
し
て
の
自
負
を
背
景
に
、
商
人
領
事
へ
の
依
存
を
領
事
裁
判
権
の
放
棄
と
み
な

し
た
。
そ
し
て
、
国
内
法
に
よ
っ
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
領
事
裁
判
権
を
消
滅
さ
せ
、

全
面
的
な
法
権
回
復
に
向
け
た
前
例
作
り
に
成
功
し
た
。

本
稿
で
は
以
上
の
経
緯
を
明
ら
か
に
し
た
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
領
事
裁
判
権
撤
廃
事

件
は
単
発
の
事
例
に
終
わ
っ
た
も
の
の
、
イ
ギ
リ
ス
は
じ
め
主
要
国
と
の
条
約
改

正
交
渉
を
控
え
た
日
本
に
大
き
な
自
信
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
積
年
の
課
題

で
あ
っ
た
商
人
領
事
問
題
を
法
権
回
復
運
動
に
昇
華
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
日
本

は
重
要
な
外
交
成
果
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
を
除
き
、
日
本
は
結
局
小
国
の
論
理
を
破
っ
て
商
人
領

事
の
裁
判
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
第
三
章
で
み
た
日
本
側
の
調
査

で
は
、
不
公
平
な
判
例
や
居
留
民
の
不
信
の
ほ
か
に
、
裁
判
官
と
し
て
の
資
格
・

知
識
を
有
す
る
商
人
領
事
は
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
た
。
同
調
査

の
対
象
年
代
の
上
限
は
判
然
と
し
な
い
が
、
こ
う
し
た
状
況
は
各
国
が
商
人
領
事

を
任
用
し
始
め
た
幕
末
の
開
港
直
後
よ
り
、
絶
え
ず
続
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
推
測
さ
れ
る
。

日
本
に
お
け
る
領
事
裁
判
は
、
小
国
に
と
っ
て
い
わ
ば
必
要
悪
で
あ
っ
た
商
人

領
事
の
存
在
を
恒
常
的
に
許
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
原
告
・
被
告
と
な
る
日
本
人

お
よ
び
全
条
約
国
人
は
、
常
に
損
害
を
被
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ

う
）
66
（

。
注（

1
）「
商
人
領
事
」
は
法
律
用
語
で
は
な
い
。
国
際
法
上
は
「
名
誉
領
事
」
と
表
記
さ
れ
る
。

し
か
し
、
商
人
領
事
と
い
う
言
葉
は
多
く
の
史
料
・
先
行
研
究
に
お
い
て
使
用
さ
れ
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て
い
る
た
め
、
本
稿
で
も
こ
れ
を
用
い
る
。
な
お
、
領
事
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
横

田
喜
三
郎
『
国
際
法
』
Ⅱ
﹇
新
版
﹈、
有
斐
閣
、
一
九
七
二
年
、
三
四
七
〜
三
四
八
頁

を
参
照
し
た
。

（
2
）R

ichard T
. C
hang T

he Justice of the W
estern C

onsular C
ourts in 

N
ineteenth-Century Japan, Greenw

ood Press, 1984, pp.135-137.

（
3
）
森
田
朋
子
『
開
国
と
治
外
法
権
―
領
事
裁
判
制
度
の
運
用
と
マ
リ
ア
・
ル
ス
号
事
件
―
』、

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
、
三
二
五
頁
。

（
4
）
加
藤
英
明
「
領
事
裁
判
の
研
究
―
日
本
に
お
け
る
―
（
二
）」、
名
古
屋
大
学
『
法
政

論
集
』
八
六
号
、
一
九
八
〇
年
、
一
四
四
〜
一
四
六
頁
。

（
5
）Chang op.cit., p.14.

（
6
）
英
米
側
史
料
か
ら
開
港
場
・
居
留
地
の
実
態
を
解
明
し
た
Ｊ
・
Ｅ
・
ホ
ア
ー
氏
も
商

人
領
事
に
よ
る
裁
判
の
弊
害
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
や
は
り
断
片
的
な
記
述
に
と
ど

ま
っ
て
い
る（Jam

es E. H
oare Japan

’

s T
reaty Ports and Foreign Settlem

ents: 

T
he U

ninvited G
uests, 1858-1899, Japan Library, 1994, p.79

）。

（
7
）
拙
稿
「
明
治
初
年
の
新
規
通
商
条
約
と
条
約
改
正
問
題
」、
中
央
大
学
大
学
院
文
学
研

究
科
篇
『
大
学
院
研
究
年
報
』
四
三
号
、
二
〇
一
四
年
。

　
　
　
　

な
お
、
別
稿
で
は
江
戸
幕
府
も
商
人
領
事
に
反
発
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
理
由
は
、
商
人
領
事
が
武
士
身
分
に
よ
る
官
職
の
専
有
と
い
う
自
国

の
原
則
に
適
合
し
な
い
存
在
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
（
拙
稿
「
幕
末
の
商
人
領
事

問
題
」、『
東
ア
ジ
ア
近
代
史
』
一
七
号
、
二
〇
一
四
年
）。
幕
末
の
時
点
で
は
、
商
人

領
事
に
よ
る
裁
判
は
少
な
く
と
も
外
交
問
題
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

（
8
）
藤
原
明
久
『
日
本
条
約
改
正
史
の
研
究
―
井
上
・
大
隈
の
改
正
交
渉
と
欧
米
列
国
―
』、

雄
松
堂
出
版
、
二
〇
〇
四
年
、
六
一
頁
、
五
百
旗
頭
薫
『
条
約
改
正
史
―
法
権
回
復

へ
の
展
望
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
―
』、
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
、
一
三
二
〜
一
三
三
頁
。

（
9
）
中
網
栄
美
子
「
ポ
ル
ト
ガ
ル
領
事
裁
判
権
の
回
収
に
つ
い
て
―
明
治
二
七
年
条
約
改

正
以
前
の
事
案
―
」、『
法
制
史
研
究
』
五
五
号
、
二
〇
〇
五
年
、
山
下
大
輔
「
陸
奥

宗
光
と
対
等
条
約
改
正
交
渉
―
日
葡
間
領
事
裁
判
権
廃
棄
問
題
を
中
心
に
―
」、『
日

本
歴
史
』
六
八
七
号
、
二
〇
〇
五
年
、
大
石
一
男
『
条
約
改
正
交
渉
史
―
一
八
八
七

〜
一
八
九
四
―
』、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
八
年
、
第
六
章
。

（
10
）D

irk de Graeff  van Polsbroek à H
arry S. Parkes, août 21, 1868, Parkes

’

dispatch N
o.204 encl., T

he N
ational A

rchives, K
ew
 (hereafter T

N
A
), 

FO
46/95. 

会
談
日
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
側
史
料
か
ら
条
約
交
渉
の
経
緯
を
明
ら
か
に
し

たIngem
ar O

ttosson 

“Unequal R
elations: Sw

eden and Japan in the 

N
ineteenth Century

”,『
北
欧
史
研
究
』
一
七
号
（BA

LT
O
-SC
A
N
D
IA
, vol.10

）、

二
〇
〇
〇
年
、
八
〜
九
頁
に
よ
る
。

（
11
）N

o.201 Parkes to Lord Stanley, A
ugust 20, 1868 (confidential), T

N
A
, 

FO
46/95.

（
12
）N

o.200 Parkes to Stanley, A
ugust 20, 1868 (confi dential), T

N
A
, FO
46/95.

（
13
）
拙
稿
「
幕
末
の
商
人
領
事
問
題
」、
一
〇
〇
、一
〇
八
頁
。

（
14
）
外
務
省
調
査
部
編
纂
『
大
日
本
外
交
文
書
』
一
巻
二
冊
、
日
本
国
際
協
会
、
一
九
三

六
年
、
四
六
三
文
書
。

（
15
）
同
前
、
五
六
九
文
書
。
な
お
、「
岡こう
し士
」
は
“consul

”の
音
訳
で
あ
る
。

（
16
）
同
前
、
五
七
一
文
書
。

（
17
）
川
崎
晴
朗
『
幕
末
の
駐
日
外
交
官
・
領
事
官
』、
雄
松
堂
出
版
、
一
九
八
八
年
、
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三
二
三
頁
。

（
18
）N

o.205 Parkes to Earl Clarendon, O
ctober 23, 1869, T

N
A
, FO
46/114.

（
19
）A

nton von Petz à Parkes, octobre 15, 1869, Parkes , dispatch N
o.206 encl. 

N
o.1, T

N
A
, FO
46/114.

（
20
）
ペ
ー
タ
ー
・
パ
ン
ツ
ァ
ー
著
、
竹
内
精
一
・
芹
沢
ユ
リ
ア
訳
『
日
本
オ
ー
ス
ト
リ
ア

関
係
史
』、
創
造
社
、
一
九
八
四
年
、
三
一
〜
三
三
頁
。

（
21
）Parkes to Saw

a N
oriyoshi, O

ctober 18, 1869, Parkes , dispatch N
o.206 

encl. N
o.3, T

N
A
, FO
46/114.

（
22
）
外
務
省
条
約
局
『
旧
条
約
彙
纂
』
一
巻
一
部
、
一
九
三
〇
年
、
三
九
九
、四
〇
七
頁
。

（
23
）
坂
野
正
高
『
近
代
中
国
外
交
史
研
究
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
、
二
二
四
〜

二
二
六
頁
。

（
24
）
な
お
、
清
国
が
駐
日
領
事
を
任
命
し
て
領
事
裁
判
権
を
行
使
す
る
の
は
一
八
七
八
年

以
降
で
あ
る
（『
横
浜
市
史
』
三
巻
下
、
有
隣
堂
、
一
九
六
三
年
、
八
九
〇
〜
八
九
一

頁
）。

（
25
）
外
務
省
調
査
局
監
修
・
日
本
学
術
振
興
会
編
纂
『
条
約
改
正
関
係
日
本
外
交
文
書　

会
議
録
』
上
、
日
本
外
交
文
書
頒
布
会
、
一
九
五
六
年
、
一
〜
二
頁
。

（
26
）
条
約
上
、
領
事
裁
判
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
条
約
国
人
が
被
告
と
な
る
民
事
・
刑

事
訴
訟
お
よ
び
条
約
・
附
属
貿
易
章
程
の
違
反
事
件
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
幕
末
か

ら
明
治
初
年
に
お
け
る
運
用
の
中
で
領
事
裁
判
は
拡
大
適
用
さ
れ
、
一
般
的
な
行
政

規
則
違
反
に
つ
い
て
も
そ
の
所
属
国
領
事
が
裁
判
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、

列
国
は
自
国
が
認
め
て
い
な
い
行
政
規
則
を
領
事
裁
判
に
お
い
て
適
用
す
る
こ
と
を

拒
否
し
た
た
め
、
日
本
は
行
政
規
則
制
定
の
権
利
に
つ
い
て
も
制
約
を
受
け
て
い
た

（
五
百
旗
頭
、
前
掲
書
、
一
〇
、一
二
九
頁
）。

（
27
）『
条
約
改
正
関
係
日
本
外
交
文
書　

会
議
録
』
上
、
七
〜
一
一
頁
。

（
28
）
同
前
、
一
六
〜
一
七
頁
。

（
29
）
同
前
、
一
八
〜
一
九
頁
。

（
30
）
同
前
、
一
九
頁
。

（
31
）
同
前
、
二
七
〜
二
八
頁
。

（
32
）
同
前
、
二
九
頁
。

（
33
）
同
前
、
三
九
頁
。

（
34
）
同
前
、
二
六
二
頁
。

（
35
）
内
地
開
放
宣
言
以
降
の
経
緯
に
つ
い
て
は
五
百
旗
頭
、前
掲
書
、一
四
一
〜
一
六
一
頁
。

（
36
）
イ
ギ
リ
ス
公
使
パ
ー
ク
ス
は
予
備
会
議
閉
会
後
の
本
国
宛
て
報
告
書
に
て
、
日
本
の

主
張
は
、
治
外
法
権
を
有
す
る
東
洋
諸
国
に
お
い
て
商
人
に
裁
判
権
を
付
与
す
る
の

は
好
ま
し
く
な
い
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
見
解
と
一
致
す
る
、
と
記
し
て
い
る

（N
o.164 Parkes to Earl Granville, N

ovem
ber 20, 1882, Revision of the 

T
reaty betw

een Great Britain and Japan, Further Correspondence, Part 

V
I, p.5, T

N
A
, FO
410/21

）。

（
37
）
以
下
、
商
人
領
事
に
関
す
る
箇
所
を
除
き
、
条
約
改
正
会
議
の
経
緯
・
意
義
に
つ
い

て
は
、
五
百
旗
頭
、
前
掲
書
、
第
五
章
を
参
照
し
た
。

（
38
）
外
務
省
調
査
局
監
修
・
日
本
学
術
振
興
会
編
纂
『
条
約
改
正
関
係
日
本
外
交
文
書　

会
議
録
』
下
、
日
本
外
交
文
書
頒
布
会
、
一
九
五
六
年
、
一
〇
七
七
、一
一
〇
四
頁
。

（
39
）
同
前
、
一
一
三
五
〜
一
一
三
六
頁
。

（
40
）
外
務
省
記
録6.1.8.10

「
本
邦
各
開
港
場
駐
在
ノ
各
領
事
身
分
取
調
関
係
雑
纂
」、
外
務

(sic )



－ 82 －

『外交史料館報』第 31 号（2018 年 3 月）

省
外
交
史
料
館
蔵
。

（
41
）
た
だ
し
、
表
１
Ａ
ス
イ
ス
の
項
を
み
る
と
、
一
八
九
一
年
よ
り
法
学
士
の
肩
書
を
持

つ
本
務
領
事
ロ
シ
ェ
ッ
ト
（Edm

ond Rochette

）
が
赴
任
し
て
い
る
。
ス
イ
ス
は

条
約
改
正
予
備
会
議
に
お
い
て
商
人
領
事
に
よ
る
裁
判
の
継
続
を
主
張
し
て
い
た
が
、

徐
々
に
本
務
領
事
に
よ
る
裁
判
に
転
じ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
42
）
以
下
、
表
４
〜
６
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
各
表
に
記
し
た
典
拠
資
料
の
ほ
か
、
加
藤
、

前
掲
論
文
、
一
一
九
〜
一
二
三
頁
、
中
網
、
前
掲
論
文
、
八
五
〜
九
〇
頁
、
森
田
朋

子
「
明
治
期
に
お
け
る
外
国
人
関
係
裁
判
―
統
計
分
析
を
中
心
に
―
（
一
）」、
中
部

大
学
『
人
文
学
部
研
究
論
集
』
二
七
号
、
二
〇
一
二
年
、
一
〜
五
頁
を
あ
わ
せ
て
参

照
し
た
。

（
43
）
外
務
省
編
纂
『
日
本
外
交
文
書
』
二
五
巻
、
日
本
国
際
連
合
協
会
、
一
九
五
二
年
、

五
文
書
註
一
。
日
付
の
推
定
は
、
一
八
九
一
年
一
二
月
三
一
日
付
の
在
日
ポ
ル
ト
ガ

ル
人
数
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

（
44
）
同
前
、
五
文
書
。

（
45
）
同
前
、
一
〇
文
書
附
属
書
。

（
46
）
同
前
、
一
八
文
書
。

（
47
）
同
前
、
一
九
文
書
。

（
48
）
同
前
、
二
三
文
書
。

（
49
）
同
前
、
二
八
文
書
。

（
50
）
外
務
省
記
録4.1.2.19

「
葡
萄
牙
領
事
裁
判
権
廃
棄
一
件
」
一
巻
、
外
務
省
外
交
史
料

館
蔵
。

（
51
）
以
下
、
榎
本
の
主
張
は
「
伊
東
書
記
官
長
ノ
報
告
ニ
対
ス
ル
弁
明
書
」、
同
前
所
収
に

よ
る
。

（
52
）
榎
本
は
、
一
八
七
〇
年
に
プ
ロ
シ
ア
が
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
中
立
を
定
め
た
一
八
六

七
年
条
約
第
二
条
を
廃
棄
し
た
こ
と
、
同
じ
く
一
八
七
〇
年
、
ロ
シ
ア
が
一
八
五
六

年
締
結
の
ク
リ
ミ
ヤ
条
約
の
う
ち
、
黒
海
に
お
け
る
ロ
シ
ア
主
権
の
制
限
に
関
す
る

条
項
の
み
を
廃
棄
し
た
こ
と
を
前
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

（
53
）
外
務
省
は
す
で
に
、訴
訟
が
起
き
た
際
に
商
人
領
事
が
行
う
の
は
「
単
ニ
事
実
調
ノ
ミ
」

で
あ
り
、
判
決
を
下
す
の
は
あ
く
ま
で
東
京
の
本
務
領
事
で
あ
る
こ
と
を
ル
レ
イ
ロ

に
確
認
し
て
い
た
（
一
八
九
二
年
二
月
一
〇
日
付
駐
仏
公
使
野
村
靖
宛
て
政
務
局
長

栗
野
慎
一
郎
書
簡
、『
日
本
外
交
文
書
』
二
五
巻
、
一
一
文
書
）。

（
54
）
同
前
、
二
八
文
書
附
記
一
。

（
55
）「
日
葡
条
約
中
領
事
裁
判
権
廃
棄
ニ
関
ス
ル
参
考
書
類
続
編
」
三
〇
〜
三
六
頁
、「
日

本
ニ
於
ケ
ル
葡
国
領
事
裁
判
権
廃
棄
一
件
」
所
収
、
外
交
史
料
、
調
書
、
官
房
扱
い
、

官
扱
一
、
外
務
省
外
交
史
料
館
蔵
。

（
56
）
そ
の
後
も
日
本
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
関
係
す
る
裁
判
を
処
理
し
続
け
、
法
権
行
使
の

実
績
を
積
み
重
ね
た
。
裁
判
の
詳
細
は
中
網
、
前
掲
論
文
、
一
〇
五
〜
一
〇
九
頁
に

紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
57
）
八
月
二
〇
日
の
会
談
に
つ
い
て
は
、『
日
本
外
交
文
書
』
二
五
巻
、
四
二
文
書
。

（
58
）
同
前
、
五
〇
文
書
。

（
59
）
同
前
、
五
三
文
書
附
属
書
二
。
も
っ
と
も
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
財
政
難
は
日
本
側
も
認

識
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
勅
令
公
布
時
に
枢
密
院
議
長
で
あ
っ
た
伊

藤
博
文
に
は
、
一
八
九
二
年
一
月
九
日
付
の
野
村
靖
書
簡
に
よ
っ
て
、
ポ
ル
ト
ガ
ル

の
経
済
不
振
、
通
貨
不
安
、
植
民
地
政
策
を
め
ぐ
る
イ
ギ
リ
ス
の
圧
力
な
ど
が
伝
え
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ら
れ
て
い
た
（『
伊
藤
博
文
関
係
文
書
』
六
、
塙
書
房
、
一
九
七
八
年
、
三
四
九
頁
）。

ポ
ル
ト
ガ
ル
の
事
情
は
承
知
の
う
え
で
の
勅
令
公
布
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
60
）『
日
本
外
交
文
書
』
二
五
巻
、
五
四
文
書
。

（
61
）
外
務
省
編
纂
『
日
本
外
交
文
書
』
二
六
巻
、
日
本
国
際
連
合
協
会
、
一
九
五
二
年
、

七
一
・
七
二
文
書
。

（
62
）
同
前
、
七
三
文
書
・
同
附
属
書
。

（
63
）
同
前
、
七
四
文
書
。

（
64
）
同
前
、
八
〇
文
書
。

（
65
）
大
山
梓
「
日
墨
条
約
の
締
結
」、『
歴
史
教
育
』
四
巻
一
号
、
一
九
五
六
年
、
三
四
〜

三
五
頁
。

（
66
）
な
お
、
一
八
六
一
年
九
月
二
日
締
結
の
通
商
条
約
に
よ
り
、
プ
ロ
シ
ア
は
清
国
に
お

い
て
領
事
裁
判
権
を
獲
得
し
た
が
、
条
約
交
渉
に
あ
た
っ
た
プ
ロ
シ
ア
使
節
オ
イ
レ

ン
ブ
ル
グ
（Friedrich zu Eulenburg

）
は
一
一
月
一
日
付
の
本
国
宛
て
書
簡
に
て
、

商
人
領
事
が
裁
判
権
を
行
使
す
る
こ
と
の
危
険
性
を
指
摘
し
て
い
る
（Bert Becker 

“The M
erchant-C

onsuls of G
erm
an States in C

hina, H
ong K

ong and 

M
acao (1787-1872)

”, Jörg U
lbert, Lukian Prijac eds. Consulship in the 19

th 

Century, D
O
BU
 V
erlag, 2010, pp.349-350

）。
清
国
に
お
い
て
も
、
商
人
領
事
に

よ
る
裁
判
の
弊
害
が
懸
念
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
商
人
領
事
は
、
清
国
に
お

け
る
領
事
裁
判
の
実
態
を
考
え
る
う
え
で
も
重
要
な
検
討
素
材
に
な
り
得
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。


